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消費者を取り巻く経済環境は、規制緩和や高度情報化社会の急激な進展によ

り、消費者の利便性の飛躍的な向上とともに、多様なニーズへの対応が可能と

なりました。 

その一方で、商品・サービスの内容は複雑化・多様化し、消費者と事業者間

における情報量・交渉力の格差の広がりにより、消費者契約に係る新たなトラ

ブルや被害が発生しております。 

また、ずさんな安全管理などに対する不信感から、消費者の安全・安心に対

する関心は一層高まっています。 

このような中、本市では、消費者の自立支援を図り、消費生活の安定及び向

上に向けた施策の推進のため「消費者行政推進計画」を策定するとともに、毎

年ごとに事業の実施状況や実績評価を把握し、適宜事業の見直しを行い効果的

な事業計画や有効な消費者教育の推進を図るため「消費者行政事業概要」を作

成しております。 

このように、身近な市民生活を支え、心のよりどころとなる「安心のふるさ

とづくり」を進め、川崎を日本一幸せにあふれる「最幸」のまちにするべく、

持続的に消費者行政を推進してまいりますので、今後とも御理解、御協力をお

願いいたします。 

平成２７年７月 

川崎市長 
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